


１．この投資信託説明書（交付目論見書）により行うハリス世界株ファンド（毎月決算型）の受益権

の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価

証券届出書を平成22年3月15日に関東財務局長に提出しており、平成22年3月31日にその効力が生

じております。 

２．委託会社は、この投資信託説明書（交付目論見書）のほかに、金融商品取引法第13条第2項第2号

の規定に基づく詳細情報を記載した目論見書（投資信託説明書（請求目論見書））を作成しており

ます。  

投資信託説明書（請求目論見書）は、投資家からのご請求に応じ、販売会社を通じてお渡しいた

します。なお、投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合には、その旨をご自身で記

録しておくようお願いいたします。 

３．当ファンドは、主に海外の株式を実質的な投資対象としますので、組入れた株式の価格の下落

や、組入れた株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等の

影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産については、原

則として対円での為替ヘッジを行いませんので、為替の変動により損失を被ることがあります。

したがって、投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によ

り、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

４．当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護

機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護

基金による支払いの対象にはなりません。 

５．信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。 

６．課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 

 
有価証券届出書 表紙記載事項 

基準価額、販売会社などにつきましては、以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。 

 

 

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 
 

 電 話 ０１２０－２８３１０４
フヤソウトウシン

（営業日の 9:00～17:00） 
 

 ホームページ http://www.alamco.co.jp/ 

提出先 関東財務局長 

提出日 有価証券届出書 平成 22 年 3月 15 日

発行者名 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 

代表者の役職氏名 代表取締役社長 土岐 眞一 

本店の所在の場所 東京都杉並区和泉一丁目 22 番 19 号 

届出の対象とした募集内国投資信託受益

証券に係るファンドの名称 
ハリス世界株ファンド（毎月決算型） 

届出の対象とした募集内国投資信託受益

証券の金額 

①当初申込期間（平成22年4月1日から平成22年4月21日まで）：

500億円を上限とします。 

②継続申込期間（平成22年4月22日から平成23年6月8日まで）：

3,000億円を上限とします。 

縦覧に供する場所 該当事項はありません。 

照会先 



 
 

下記の事項は、「ハリス世界株ファンド（毎月決算型）」（以下｢当ファンド｣という。）をお申込みさ

れる投資家のみなさまにあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするもので

す。 

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読

みください。 

記 

■当ファンドに係るリスクについて 

当ファンドは、主に海外の株式を実質的な投資対象としますので、組入れた株式の価格

の下落や、組入れた株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外

部評価の変化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外

貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、為替の変動に

より損失を被ることがあります。 

したがって、投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下

落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「信用リスク」、「為替

変動リスク」、「カントリーリスク」、「金利変動リスク」などがあります。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。 

 

■当ファンドに係る手数料等について 

◆お申込み手数料 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は1口当たり1円）に、3.15％

（税抜3.0％）を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 

※詳しくは販売会社もしくはお申込み手数料を記載した書面にてご確認ください。 

◆ご換金（解約）手数料 

当ファンドにはご換金（解約）手数料はありません。 

◆信託報酬 

ファンドの純資産総額に年 1.9425％（税抜 1.85％）の率を乗じて得た額とします。 

◆信託財産留保額 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3％の率を乗じて得た額とします。 

◆監査費用(*) 

ファンドの純資産総額に年 0.00525％（税抜 0.005％）の率を乗じて得た額とします。 

※ただし、年 42 万円（税抜 40 万円）を上限とします。 

(*)監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。 

◆その他の費用（＊） 

①有価証券売買時の売買委託手数料 

②先物・オプション取引等に要する費用 

③資産を外国で保管する場合の費用 等 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。 

（*）「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前

に料率、上限額等を表示することができません。 

当該手数料等の合計額については、投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応

じて異なりますので、表示することができません。 

以上
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ファンドの概要

ハリス世界株ファンド（毎月決算型） 
 
当概要は、交付目論見書の証券情報、ファンド情報などを要約したものです。 

詳細は本文の該当箇所をご覧ください。 

商 品 分 類 追加型投信／海外／株式 

主 な 投 資 対 象 
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド（以下「マザーファンド」とい

うことがあります。）受益証券を主要投資対象とします。 

フ ァ ン ド の 目 的 信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 

主 な 投 資 制 限 
株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

価 額 変 動 リ ス ク 
株式などの値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投

資しますので、基準価額は変動します。 

信 託 期 間 無期限 

信 託 設 定 日 平成 22 年 4 月 22 日 

決算 と収益分配 
毎月 9 日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分

配を行います。なお、第 1計算期間の決算日は、平成 22 年 6 月 9 日とします。 

お申込み受付日 

当初申込期間：平成 22 年 4 月 1 日から平成 22 年 4 月 21 日 

継続申込期間：平成 22 年 4 月 22 日から平成 23 年 6 月 8 日 

継続申込期間中は、毎営業日にお申込みいただけます。（ただし、ニューヨーク証

券取引所が休場日の場合は、お申込みの受付けは行いません。） 

お申込み受付時間 原則として、午後3時までに販売会社が受け付けた分を当日のお申込みとします。 

お 申 込 み 単 位 
「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の 2 つの申込方法があり、取扱

いコースおよびお申込み単位は販売会社によって異なります。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

お 申 込 み 価 額 
当初申込期間：1 口当たり 1 円とします。 

継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。 

お申込み手数料 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は1口当たり1円）に、

3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額としま

す。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

ご 解 約 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。 

ご 解 約 価 額 
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額で

す。 

信託財産留保額 
（ 換 金 時 の 費 用 ） 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に、0.3％の率を乗じて得た額とします。 

ご 解 約 代 金 の 

お 支 払 い 

原則として、解約請求受付日から起算して 5 営業日目から販売会社において支払

います。 

信 託 報 酬 
（ 運 用 中 の 費 用 ） 

純資産総額に対し、年率 1.9425％（税抜 1.85％） 

 

交付目論見書に記載されている用語の解説については巻末「用語解説」もあわせてご参照ください。 
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ファンドの特色

 
基 本 方 針        

信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。 

 

運 用 方 法       
 

１．ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンドへ

の投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバル

な視点で投資し、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。 

 

＜マザーファンドの運用方針＞ 

●日本を除く世界中の株式のうち、時価総額の大きな銘柄を対象として、企業訪問を含め企業調

査を基本としたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います。 

●徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資します。 

●対円での為替ヘッジは、原則として行いません。 

 
２．運用はファミリーファンド方式で行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

３．毎月決算を行います。 

毎月9日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。 

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少

額の場合は、分配を行わないこともあります。 

 

 

「ファミリーファンド方式」とは… 

お客様からご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザー

ファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。 
マザーファンドの投資成果はベビーファンドに反映されます。 
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ご投資にあたっての留意点

 
 

 

株式の価格（株価）が発行会社の経営・財務状況の変化、国内外の景気、経済、社会情勢の

変化等の影響を受け下落するリスクをいいます。株式の実質組入比率は原則として高水準を

維持しますので、株価が下落した場合には当ファンドの基準価額が下がる要因となります。ファ

ンドが実質的に投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下

落し、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。 

 
 

 

発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、債券等の利息や償還金をあらかじめ決め

られた条件で支払うことができなくなるリスク（債務不履行）をいいます。一般に債務不履行が

生じた場合またはそれが予想される場合には、株式ならびに債券およびコマーシャル・ペーパ

ー等の短期金融商品の価格は下落し（価格がゼロになることもあります。）、当ファンドの基準

価額が下がる要因となります。また、発行体の格付変更に伴い価格が下落するリスクもありま

す。 

 
 

 

外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替

相場が対円で下落した場合（円高の場合）には、円ベースの資産価格は下落します。 

当ファンドでは、外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、日本

円と日本円以外の通貨間の為替相場の変動により、基準価額が大きく変動することがありま

す。 

 
 

 

一般に、有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制等の要因

によって影響を受けます。その結果、当ファンドの投資対象有価証券の発行国の政治、経済、

社会情勢等の変化により、金融市場が混乱し、資産価格が大きく変動することがあります。 

 
 

 

金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、当ファンドの基準価額の変動

要因となります。 

 
 

 

 

 

 

－主なリスクについて－ 

① 株価変動リスク 

② 信用リスク 

③ 為替変動リスク 

④ カントリーリスク 

⑤ 金利変動リスク 
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ご投資にあたっての留意点

 

 

 

 

有価証券を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がないために売却することができな

い、あるいは売り需要がないために購入することができない等のリスクをいいます。そのため保

有有価証券の売却を行う場合、市況動向や流動性、あるいはファンドの解約金額によっては、

保有有価証券を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが生じる場合があり、

当ファンドの基準価額が下がる要因となります。 

 
 

 

当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンド以外にマザーファン

ドへ投資するベビーファンドがある場合、当該ベビーファンドの追加設定・解約等によりマザー

ファンドに資金の流出入が生じることがあります。その結果として、マザーファンドにおいて組入

有価証券の売買等が生じた場合には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 

 
 

 

当ファンドは、受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときな

どには、繰上償還されることがあります。 

 
 

 

当ファンドでは、外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行いませんが、対米ドル

では日本円以外の通貨にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。 

外国為替予約取引を行う場合、これらの取引には相手先の決済不履行リスクが伴います。 

 
 

 

証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変

等により閉鎖されることがあります。 

 
 
 
 

 

 

 

 

当ファンドは、上記リスクを伴いますので基準価額が変動する可能性があります。したがって、投資 

元本は保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。 

⑥ 流動性リスク 

⑦ ファミリーファンド方式に起因するリスク 

⑧ 繰上償還リスク 

⑨ 為替取引の相手先に関するリスク 

⑩ その他の留意点 
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ご投資の手引き

 

 

 

 

◆ お申込み受付日 当初申込期間：平成 22 年 4 月 1 日から平成 22 年 4 月 21 日 

継続申込期間：平成 22 年 4 月 22 日から平成 23 年 6 月 8 日 

販売会社へお申込みください。 

継続申込期間中は、毎営業日にお申込みいただけます。 

ただし、ニューヨーク証券取引所が休場日の場合は、取得申込みの受付けは行

いません。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停

止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付

けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すこと

があります。 

 

◆お申込み受付時間 当初申込期間：販売会社の営業時間内とします。 

継続申込期間：原則として、午後 3 時までに販売会社が受け付けた分を当日のお

申込みとします。 

 

◆ お 申 込 み 単 位 「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があり、取扱い

コースおよびお申込み単位は、販売会社が個別に定めるものとします。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

  

◆ お 申 込 み 価 額 当初申込期間：1 口当たり 1 円とします。 

継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。 

  

◆ お申込み手数料 取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は1口当たり1円）に、

3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額としま

す。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

◆決 算 日 毎月 9日（休業日の場合は翌営業日）です。 

  

◆収 益 分 配 金 収益分配方針に基づき委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定

します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。 

  

◆支 払 方 法 「分配金受取コース」 

原則として、決算日から起算して 5 営業日までに支払いを開始します。 

「自動けいぞく投資コース」 

税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 

※税金については、「費用と税金」をご参照ください。 

お申込みについて 

決算と収益分配金について 
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ご投資の手引き

 

 

 

 

 

◆運 用 報 告 書 

 

 

委託会社は、毎年 9 月および 3 月の計算期末に運用経過のほか信託財産の内

容、有価証券売買の状況などを記載した運用報告書を作成します。運用報告書

は、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社より送付するほか、委託会社

のホームページ等において確認することができます。 

運用報告書を補完する目的で、週次または月次の運用状況を記載したレポートを

作成しており、委託会社のホームページ等において入手することができます。 

 

◆基 準 価 額 

 

販売会社または委託会社へお問い合わせください。 

また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されるほか、委託会

社のホームページ等において確認することができます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ご換 金 受 付 日 毎営業日に解約請求により換金できます。 

販売会社へお申し出ください。 

ただし、ニューヨーク証券取引所が休場日の場合は、解約請求の受付けは行い

ません。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、

決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中

止すること、およびすでに受け付けた解約請求の受付けを取り消すことがありま

す。 

 

◆ご換金受付時間  原則として、午後 3時までに販売会社が受け付けた分を当日のお申込みとします。

 

◆ご 解 約 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

  

◆ご 解 約 価 額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額で

す。 

  

◆信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3％の率を乗じて得た額とします。 

  

◆お支 払 開 始 日 原則として、解約請求受付日から起算して 5 営業日目から販売会社においてお支

払いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 

ご換金（解約）について 

運用経過について 
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費用と税金

 
 

 
 
 
 
 
 

時 期 項 目 費 用 ・ 税 金        

お 申 込 み 時 お 申 込 み 手 数 料

取得申込受付日の 

翌営業日の基準価額 
（当初申込期間中は1口当たり

1円）の… 

上限 3.15％ 

（税抜 3.0％注 1） 

個人：10％注 3 

収 益 分 配 時 所得税および地方税  注 2 普通分配金に対し… 

法人： 7％注 4 

信 託 財 産 留 保 額
解約請求受付日の 

翌営業日の基準価額の… 
0.3％ 

譲渡益に対し… 個人：10％注 3 
ご 換 金 

（ 解 約 ） 時 
所得税および地方税  注 2 

個別元本超過額の… 法人： 7％注 4 

譲渡益に対し… 個人：10％注 3 

償 還 時 所得税および地方税  注 2 

個別元本超過額の… 法人： 7％注 4 

注 1：ここでの税とは、お申込み手数料にかかる消費税等をいいます。 

注 2：地方税は個人の受益者に対してのみとなります。 
注 3：平成 24 年以降は 20％となります。 

注 4：平成 24 年以降は 15％となります。 

 

 
※確定拠出年金制度に係る受益者に対しては、収益分配時、ご換金（解約）時および償還時における課税は行われません。 

 

※収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払い戻しに相当

する部分）とがあります。 

 

※譲渡益とは、ご換金（解約）時の解約価額および償還時の償還価額から取得費（お申込み手数料およびお申込み手数料にか

かる消費税等相当額を含みます。）を控除した差益をいいます。 

 

※本文「ファンド情報 I. ファンドの状況 ６．手数料等及び税金」をあわせてご参照ください。 

 

お申込み時や収益分配時等にご負担いただく費用・税金 
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費用と税金

 
 
 
 
 

 

時 期 項 目        費用・税金        

信 託 報 酬 純資産総額に対し… 年率1.9425％（税抜1.85％注5） 

毎 日 

フ ァンド監査費用 純資産総額に対し… 
年率0.00525％（税抜0.005％注5） 
※ただし、年42万円（税抜40万円注5）を上限とします。 

その他の費用 欄外をご参照ください。 

注 5：ここでの税とは、信託報酬およびファンド監査費用にかかる消費税等をいいます。監査費用は、監査法人との契約等により

変更になることがあります。 
 

 

※その他の費用として、有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合

の費用などを信託財産でご負担いただきます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額

等を表示することができません。 
 

 

 

 

税法等が改正された場合には、上記の内容が変更されることがあります。 

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認ください。 

 
 

信託財産で間接的にご負担いただく費用・税金 
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ファンドの特徴について

証券情報 

（１）ファンドの名称 

ハリス世界株ファンド（毎月決算型） 

（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。） 

 
（２）内国投資信託受益証券の形態等 

①追加型証券投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。 

②ファンドのすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適

用を受け、受益権の帰属は、「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の

口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といい

ます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録

されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

委託会社である朝日ライフ アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当

該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあり

ません。 

③格付けは取得していません。 

 

（３）発行（売出）価額の総額 

①当初申込期間：500億円を上限とします。 

②継続申込期間：3,000億円を上限とします。 

 

（４）発行（売出）価格 

①当初申込期間 

1口当たり1円とします。 

②継続申込期間 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されます。 

基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本

経済新聞朝刊に掲載されます。 

 委託会社：朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 
ホームページアドレス 

http://www.alamco.co.jp/ 

フリーダイヤル 

０１２０－２８３１０４
フ ヤ ソ ウ ト ウ シ ン

（営業日の9:00～17:00） 

 

（５）申込手数料 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は1口当たり1円）に、3.15％（税抜3.0％注）を上限

として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において、

収益分配金を再投資する場合は、申込手数料はかかりません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 
注：ここでの税とは、申込手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といい、税率は合計で5％です。）を

いいます。 
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ファンドの特徴について

（６）申込単位 

申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において、収益分

配金を再投資する場合は、1口単位となります。 

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

 

（７）申込期間 

①当初申込期間：平成22年4月1日から平成22年4月21日までとします。 

②継続申込期間：平成22年4月22日から平成23年6月8日までとします。 

継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 

 

（８）申込取扱場所 

取得申込みを取り扱う販売会社については「（４）発行（売出）価格」記載の委託会社の照会先までお問い合わせ

ください。 

 

（９）払込期日 

①当初申込期間 

取得申込者は、当初申込期間中に、取得申込金額を販売会社において支払うものとします。申込期間にお

ける発行価額の総額（設定総額）は、設定日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する

ファンド口座に払い込まれます。 

②継続申込期間 

取得申込者は、取得申込金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。振替受益権に係る各

取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託

会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 

 

（10）払込取扱場所 

取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に支払うものとします。取得申込みを取り扱う販売会社

については「（４）発行（売出）価格」記載の委託会社の照会先までお問い合わせください。 

 

（11）振替機関に関する事項 

振替機関は下記のとおりです。 

株式会社証券保管振替機構 

 

（12）その他 

①当ファンドには、収益分配金の受取方法の別により、収益分配金を受け取る「分配金受取コース」と、税金

を差し引いた後の収益分配金を無手数料で再投資する「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があり

ます（販売会社によっては、取り扱うコースがどちらか一方になる場合があります。また、コース名は販

売会社により異なる場合があります。）。 
②取得申込金額には、利息はつきません。 

③日本以外の地域における発行は行っていません。 

④振替受益権について 

ファンドの受益権は、投資信託振替制度の受益権であり、社振法の規定の適用を受け、「(11) 振替機関に関

する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われます。 

ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機

関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 
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ファンドの特徴について

ファンド情報 

I. ファンドの状況 

１. ファンドの性格 

（１）ファンドの目的及び基本的性格 

①ファンドの目的 

信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 

 
②ファンドの基本的性格 

１）当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式※」で行います。原則として、マザーファンド受益証券の

組入比率は高位を保ちます。ただし、投資環境等によっては弾力的に運用することがあります。 
 

※「ファミリーファンド方式」とは、お客様からご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主

としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。 

マザーファンドの投資成果はベビーファンドに反映されます。 

 

 
 

 

 

２）社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は次のとおりです。 

 

・商品分類表 

 

- 追加型投信とは： 

一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、

従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 

- 海外とは： 

目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益

が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

- 株式とは： 

目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収

益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

 

単位型・
追加型

投資対象
地域

投資対象資産

（収益の源泉）

株　　式

単位型 国　　内 債　　券

不動産投信

海　　外 その他資産

追加型 （　　　　）

内　　外 資産複合
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ファンドの特徴について

・属性区分表 

 
- 投資対象資産：その他資産（投資信託証券（株式）） 

目論見書または信託約款において、主として株式に投資する投資信託証券に投資する旨の記載があるもの

をいいます。 

- 決算頻度：年12回（毎月） 

目論見書または信託約款において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。 

- 投資対象地域：グローバル(日本を除く) 

目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産（日本を除きます。）を源泉とす

る旨の記載があるものをいいます。 

- 投資形態：ファミリーファンド 

目論見書または信託約款において、親投資信託※（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を

投資対象として投資するものをいいます。 
※マザーファンドということがあります。 

- 為替ヘッジ：なし 

 目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものをいいます。 
（注）上記は、社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。当ファンドが該当する商品分類・

属性区分を反転表示しています。その他の商品分類・属性区分の詳細については、社団法人投資信託協会のホーム

ページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 

 
③信託金の限度額 

3,000億円とします。なお、委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 

 
④ファンドの特色 

１）ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国株式のうち、時価総額の大きな銘柄

にグローバルな視点で投資し、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。 

当ファンドの特色は、当該マザーファンドの特色と同様ですので、「＜参考＞マザーファンドの特色」を

ご覧ください。 

２）毎月決算を行います。 

毎月9日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。 

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額

が少額の場合は、分配を行わないこともあります。 

 

決算頻度
年1回

年2回

年4回

年6回
（隔月）

年12回
（毎月）

日々

その他
（　　）

   資産複合

投資対象資産 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
   株式 グローバル

一般 (日本を除く)
大型株

あり

中小型株 日本

   債券 北米 ファミリーファンド
一般

欧州公債

その他債券 アジア ファンド・オブ・ファンズ
社債

なし
クレジット属性
（　　） オセアニア

   不動産投信

中近東

中南米

  その他資産 アフリカ

（　　）

（中東）
資産配分固定型
資産配分変動型 エマージング

(投資信託証券(株式))
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ファンドの特徴について

＜参考＞マザーファンドの特色 

マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピー（以下「ハリス・アソシエイツ社」

ということがあります。）に外貨建資産の運用指図に関する権限を委託します。 

 

①ハリス・アソシエイツ社について 

１）ハリス・アソシエイツ社は、1976年にシカゴを本拠地として設立されました。 

２）バリュースタイルの運用に確固たる信念を持ち、すべての株式ファンドを一貫した「バリューの哲学」

に基づき運用しています。 

３）運用資産509億米ドル（平成21年12月末） 

 

②運用の特色 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マザーファンドの資金規模、市況動向等により上記のような運用ができない場合があります。 
当ファンドは、株価変動リスク、為替変動リスクやカントリーリスク等のリスクを伴いますので、基準
価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、これを割り込むことがあり
ます。 
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（２）ファンドの仕組み 

①ファンドの仕組み及び関係法人 

 
②委託会社の概況 

１）資本金の額（平成22年1月末現在） 

30億円 

２）会社の沿革 

昭和60年7月 朝日生命投資顧問株式会社設立 

平成11年4月 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社に商号変更 

 

３）大株主の状況（平成22年1月末現在） 

名称 住所 所有株式数 比率 
朝日生命保険相互会社 東京都千代田区大手町２－６－１ 32,000株 100.0% 

（※1) 

（※2) 

（※3) 

ファンドの運営や委託会社、受託会社および受益者の権

利義務関係等について定めており、その内容は信託約

款のとおりです。

委託会社は、当該契約により、販売会社に対して図中に

記載の販売に関する業務を委託しています。

委託会社は、当該契約により、投資顧問会社に対して当

ファンドのマザーファンドの運用のうち、外貨建資産の運

用を委託しています。

運用委託契約（※3)

収益分配金

償還金

解約代金

お申込金

募集・販売等に関する契約（※2)

信託契約（※1)

ALAMCO ハリス
グローバル バリュー株マザーファンド

マザーファンド

ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

ファンド

みずほ信託銀行株式会社

信託財産の保管・管理業務等

再信託受託会社
資産管理サービス信託銀行株式会社

受託会社

販売会社

投資家（受益者）

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

委託会社

受益権の募集の取扱い、解約請求の

受付け、収益分配金、償還金、解約

代金の支払い等

受託会社より委託を受け信託事務の

一部を行います。

信託財産の運用指図、受益権の発行等

ハリス・アソシエイツ・エル・ピー
（外貨建資産の運用指図）

投資顧問会社
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２. 投資方針 

（１）投資方針 

①ハリス・アソシエイツ社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を

通じて、主として日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、

値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。 

②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 

③外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジは行いません。なお、対米ドルでは、円以外の

通貨にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。 

④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合や、ファンドの投資目的が達成され

ない場合があります。 

 
（２）投資対象 

ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 

※その他の投資対象については「信託約款」をご覧ください。 
 

（３）運用体制 

 

  ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスに係る組織体および権限、

責任等を定め、これに基づき業務を執行します。 

また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保しています。 

《PLAN》 

パフォーマンス評価･リスク管理委員会

・パフォーマンス分析
・リスク分析
・投資行動のチェック

（17名程度）

コンプライアンス委員会

 ・法令諸規則等の遵守状況の審査

（20名程度）

 《CHECK》  《DO》

投資事業部

投資顧問会社

・当ファンドにおけるマザーファンド
  の組入比率の決定・調整
・マザーファンドの運用状況について
  のモニタリング

・マザーファンドの外貨建資産の運用

ルーミス・セイレス・アンド
・カンパニー・エル・ピー

投信運用委員会

 ・信託財産の具体的投資方針の決定

 《PLAN》

  《DO》

投資事業部

投資顧問会社

・当ファンドにおけるマザーファンド
  の組入比率の決定・調整
・マザーファンドの運用状況について
  のモニタリング

・マザーファンドの外貨建資産の運用

ハリス・アソシエイツ・エル・ピー

パフォーマンス評価･リスク管理委員会

・パフォーマンス分析
・リスク分析
・投資行動のチェック

（17名程度）

コンプライアンス委員会

 ・法令諸規則等の遵守状況の審査

（20名程度）

 《CHECK》
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ファンドの運用について

投信運用委員会においてファンドの具体的な投資方針を決定します。 

《DO》 

投資事業部および投資顧問会社において、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。 

１）投資事業部は、当ファンドにおけるマザーファンドの組入比率の決定・調整を行います。 

２）投資顧問会社はマザーファンドの外貨建資産の運用を行います。 

３）投資事業部は、常時マザーファンドの運用状況についてのモニタリングを行います。 

《CHECK》 

パフォーマンス評価・リスク管理委員会（17名程度）でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライ

アンス委員会（20名程度）で法令遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバッ

クします。なお、パフォーマンス評価・リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会は常勤役員等にて

構成されており、経営の立場から適切に管理・監督を行います。 

《その他》 

受託会社等のファンドの関係法人（販売会社を除く）の管理については、日々の業務を通じ、業務執行能力、

管理体制および知識・経験等をモニタリングしています。また、受託会社より内部統制に関する報告書を定

期的に受領しています。 
(注)委員会および部の名称等は変更される場合があります。 

 
＜参考＞投資顧問会社の運用体制 
 
マザーファンドの外貨建資産の運用を行う投資顧問会社（ハリス・アソシエイツ社）の運用体制は以下のと

おりです。 

 

 
 

①グローバル・ストラテジー・チームが、マザーファンドのファンドマネジャーを担当します。 

②トレーディング、コンプライアンスおよび事務等については、各運用グループに共通の組織が担当します。 
(注)グループ等の名称は変更される場合があります。 

 
（４）分配方針 

①毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 

１）分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する

配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含み

ます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。 

２）収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額

が少額の場合は、分配を行わないこともあります。 

グローバル・ストラテジー・チーム 米国外株式運用グループ米国株式運用グループ

米国株式選定グループ 米国外株式選定グループ

グローバル株式
買入対象銘柄

米国株式調査グループ

主要ファンダメンタルズ調査

株式アナリスト - ジェネラリスト

米国外株式調査グループ

主要ファンダメンタルズ調査

株式アナリスト - ジェネラリスト

グローバル株式
大型株式

コンセントレー

テッド株式
中型株式 小型株式 米国外株式 米国外小型株式

組織支援

トレーディング コンプライアンス
約定管理及び

パフォーマンス分析

マーケティング

顧客サービス
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３）収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 

②分配時期 

決算日は、毎月9日（休業日の場合は翌営業日）です。 
 ※第1計算期間の決算日は、平成22年6月9日とします。 
③収益分配金の支払いについては、以下のとおりです。 

１）分配金受取コース 

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収

益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、

当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込金額支払前のため販売会社の名義

で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。）に、原則として決

算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 

２）自動けいぞく投資コース 

収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、税金を差し引いた後、無手数料で再投資

され、再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。 

 

（５）投資制限 

①信託約款に定める投資制限 

１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。＜信託約款「運用の基本方針」2.（3）＞ 

２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額

の 20％以下とします。＜信託約款第 15 条第 4項＞ 

３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、

信託財産の純資産総額の 5％以下とします。＜信託約款第 15 条第 5項＞ 

４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

５）同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 
＜信託約款第 19 条第 1項＞ 

６）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において、信託財産の

純資産総額の 5％以下とします。＜信託約款第 19 条第 2項＞ 

７）同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第 236 条

第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権が

それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものをいいます（会社法施行前の旧商法

第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）。）への実質投資割合は、

取得時において、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。＜信託約款第 20 条第 1項＞ 

８）国内で行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、

有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）、有価証券

オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）、通貨にかかる先物

取引およびオプション取引、金利にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所に

おけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）は、信託約款第22条の範

囲で行います。 

９）異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する

取引（以下「スワップ取引」といいます。）は、信託約款第 23 条の範囲で行います。 

10）金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第24条の範囲で行います。 
 
詳細およびその他の約款上の投資制限については、「信託約款」をご覧ください。 
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②法令に基づく投資制限 

１）同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律） 

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託に

つき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が当該株式にかかる議決権の総数に

100 分の 50 を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受

託会社に指図しないものとします。 

２）デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令） 

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる

変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方

法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引

（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及び選択権付債券売買

を含みます。）を行い、または継続することを指図しないものとします。 

 
＜参考＞マザーファンド（ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド）の概要 
※以下「２．運用方法（３）投資制限」までにおいて、「信託財産」および「約款」とは、マザーファンドのそれらをいいます。 

 
１．基本方針 

この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。 

 

（２）投資態度 

①主として、日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、値上

がり益の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。 

②外貨建資産の運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに運用の指図（米ドルを対価とする

円以外の通貨にかかる外国為替予約取引の指図を含みます。）に関する権限を委託します。 

③ポートフォリオの構築にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチに

より、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独

自に評価した企業価値に対して割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。 

④発行体の属する国別の投資割合は、次のとおりとします。 

アメリカおよびカナダの合計 25％～75％

上記以外の先進国(＊）の各国 0％～30％

エマージング諸国(＊＊)の各国 0％～10％

(＊） オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、
香港、アイルランド、イタリア、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、

スペイン、スイス、スウェーデン、イギリスとします。 

(＊＊)アメリカ、カナダ、先進国以外の諸国とします。 

⑤エマージング諸国の株式への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の 30％以下とします。 

⑥株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により、弾力的に変更を行うこと

があります。 

⑦外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。なお、対米ドルでは、円以外の通

貨にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。 

⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合や、ファンドの投資目的が達成され

ない場合があります。 

 

（３）投資制限 

①株式への投資割合には、制限を設けません。 

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の 20％以

下とします。 

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

④外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 
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⑤同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とし

ます。 

⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において、信託財産の

純資産総額の 10％以下とします。 

⑧有価証券先物取引等は、約款第 21 条の範囲で行います。 

⑨スワップ取引は、約款第 22 条の範囲で行います。 

⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第 23 条の範囲で行います。 

 
 

詳細およびその他の約款上の投資制限については、「信託約款」をご覧ください。 
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３. 投資リスク 

①リスクに関する留意点 

１）当ファンドは、主に海外の株式を実質的な投資対象としますので、組入れた株式の価格の下

落や、組入れた株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変

化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産につ

いては、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、為替の変動により損失を被るこ

とがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、

基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

２）当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者

保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投

資者保護基金による支払いの対象にはなりません。 

３）信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。 

 
②ファンドの主なリスク 

当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。 

株価変動リスク   株式の価格（株価）が発行会社の経営・財務状況の変化、国内外の景気、

経済、社会情勢の変化等の影響を受け下落するリスクをいいます。株式

の実質組入比率は原則として高水準を維持しますので、株価が下落した

場合には当ファンドの基準価額が下がる要因となります。ファンドが実

質的に投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価

は大きく下落し、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあ

ります。 

 

信 用 リ ス ク   発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、債券等の利息や償還

金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク（債

務不履行）をいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそれが予

想される場合には、株式ならびに債券およびコマーシャル・ペーパー等

の短期金融商品の価格は下落し（価格がゼロになることもあります。）、

当ファンドの基準価額が下がる要因となります。また、発行体の格付変

更に伴い価格が下落するリスクもあります。 

 

為替変動リスク 外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいま

す。一般に外国為替相場が対円で下落した場合（円高の場合）には、円

ベースの資産価格は下落します。 

当ファンドでは、外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを

行いませんので、日本円と日本円以外の通貨間の為替相場の変動により、

基準価額が大きく変動することがあります。 

 

カントリーリスク 一般に、有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本

規制、税制等の要因によって影響を受けます。その結果、当ファンドの

投資対象有価証券の発行国の政治、経済、社会情勢等の変化により、金

融市場が混乱し、資産価格が大きく変動することがあります。 

 

金利変動リスク 

 

  金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、当ファン

ドの基準価額の変動要因となります。 
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流 動 性 リ ス ク 

 

 有価証券を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がないために
売却することができない、あるいは売り需要がないために購入すること

ができない等のリスクをいいます。そのため保有有価証券の売却を行う

場合、市況動向や流動性、あるいはファンドの解約金額によっては、保

有有価証券を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが

生じる場合があり、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。 

 

ファミリーファン

ド方式に起因する 

リ ス ク 

 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当
ファンド以外にマザーファンドへ投資するベビーファンドがある場合、

当該ベビーファンドの追加設定・解約等によりマザーファンドに資金の

流出入が生じることがあります。その結果として、マザーファンドにお

いて組入有価証券の売買等が生じた場合には、当ファンドの基準価額に

影響を及ぼすことがあります。 

 

繰上償還リスク 

  
当ファンドは、受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得な

い事情が発生したときなどには、繰上償還されることがあります。 

 

為替取引の相手先

に 関 す る リ ス ク 

 

当ファンドでは、外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを

行いませんが、対米ドルでは日本円以外の通貨にかかる外国為替予約取

引を行うことがあります。 

外国為替予約取引を行う場合、これらの取引には相手先の決済不履行リ

スクが伴います。 

 

その他の留意点 

 

 

証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国

における天災地変等により閉鎖されることがあります。 

 

 

③リスク管理体制 

１）パフォーマンス評価とリスク管理 

a.パフォーマンスおよびリスクの状況は、社内で一元的に管理しています。パフォーマンス

評価およびリスク管理を行う上で分析の基礎となるデータは、各種のリスクモデル等によ

りデータベース化しています。 

b.当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主

要参加メンバーとするパフォーマンス評価・リスク管理委員会において報告され、運用計

画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めてい

ます。 

c.投資事業部へのフィードバックは、パフォーマンス評価・リスク管理委員会および投信運

用委員会を通じて行っています。 

d.投資事業部は、常時のモニタリングおよび前記c.の結果、必要に応じてマザーファンドの

外貨建資産の運用を行う投資顧問会社との調整を行います。 

２）運用にかかわるコンプライアンスチェック 

a.担当ファンドマネジャー等においては、日次でリスク管理およびポジション管理を行って

おり、管理部においても組入比率等の基礎数値を計算してリスク管理を行っています。 

b.マザーファンドの外貨建資産に係る売買執行については、事後チェックを管理部が担当し、

そのチェック状況については逐次コンプライアンス室に報告を行っています。 

c.コンプライアンス室においては、信託約款や運用計画書に規定された資産配分、運用内容
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の遵守状況、ファンド間売買等についてのチェックを行っています。 

d.コンプライアンス推進の責任者として、コンプライアンス・オフィサーを配置しています。

コンプライアンス・オフィサーは社長の命を受けて、運用に係るコンプライアンスの推進

に関する基本方針を立案し、各部およびコンプライアンス室に対して必要な指示を行う権

限を有しています。  

e.コンプライアンス・オフィサーが主催し経営陣が参加して開催されるコンプライアンス委

員会においては、コンプライアンス状況の報告が行われ、問題案件等がある場合には、そ

れらについての対応策、改善策、是正措置等を協議決定することとしています。 

f.投資事業部は、常時のモニタリングおよび前記e.の結果、必要に応じてマザーファンドの

外貨建資産の運用を行う投資顧問会社との調整を行います。 
（注）委員会および部・室の名称等は変更される場合があります。 

  
＜参考＞投資顧問会社のリスク管理体制 

 
マザーファンドの外貨建資産の運用を行う投資顧問会社（ハリス・アソシエイツ社）のリスク管理

体制は以下のとおりです。 
 
１）運用担当者によるチェック 

a.運用担当者は、運用委託契約に基づくガイドラインに定められた事項にしたがって運用を

行いますが、個別銘柄の売買はすべてトレーダーを通じて執行されます。  

b.売買執行後、運用担当者はポーフォトリオの内容について分析を行い、ガイドラインに抵

触していないかのチェックを行います。 

c.定期的に他のファンドの運用担当者がガイドラインのとおりに運用が行われているかど

うかのチェックを行います。 

２）その他 

a.コンプライアンスに係る体制整備として、投資顧問会社では、法務担当責任者（ゼネラル・

カウンセル）のもとにコンプライアンス・オフィサーを配置しています。 

b.ブローカーの選定に際しては、知名度、取引実績および信用力等についての基準を設けて

います。 

c.投資顧問会社は、定期的にレポートを作成し、当ファンドの運用状況に関する情報を委託

会社へフィードバックします。 
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４. 手続等の概要 
①お申込みについて 

お申込み受付日   販売会社の営業日にいつでも行うことができます。 

ただし、ニューヨーク証券取引所が休場日の場合は、取得申込みの受付けは行いま

せん。取得申込受付不可日は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。

お申込み受付時間   当初申込期間中は、販売会社の営業時間内とします。 

継続申込期間中は、原則として、午後 3時までとします。 

お 申 込 み 単 位   「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があり、取扱い

コースおよびお申込み単位は、販売会社が個別に定めるものとします。 

お 申 込 み 価 額   取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は1口当たり1円）です。

ただし、「自動けいぞく投資コース」における収益分配金の再投資については、当

該計算期間終了日の基準価額となります。 

お申込み手数料   取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は1口当たり1円）に、

3.15％（税抜 3.0％注）を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とし

ます。 
注：ここでの税とは、申込手数料にかかる消費税等をいいます。 

そ の 他   ・取得申込者は、販売会社に取得申込みと同時にまたはあらかじめ、当該取得申
込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座

に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。 

・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止

その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、

およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことがあります。 

 

②ご換金（解約）について 

ご 換 金 受 付 日   販売会社の営業日にいつでも解約請求できます。 

ただし、ニューヨーク証券取引所が休場日の場合は、解約請求の受付けは行いま

せん。ご換金受付不可日は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。

ご換金受付時間   原則として、午後 3時までとします。 

ご 解 約 単 位   販売会社が個別に定める単位とします。 

ご 解 約 価 額   解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額の

0.3％）を差し引いた額（以下「解約価額」といいます。）です。 

解約価額＝基準価額－信託財産留保額（基準価額の0.3％） 

お 受 取 金 額   1口当たりの解約価額に解約口数を乗じて得た額から税金を差し引いた額になります。 

お受取金額＝1口当たりの解約価額×解約口数－税金 

税金については、「６．手数料等及び税金（５）課税上の取扱い」をご覧ください。 

解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として5営業日目から支払われます。

そ の 他   ・受益者が解約請求するときは、振替受益権をもって行うものとします。その際、受益者

は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの

信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益

権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替

機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

・大口の解約請求には制限を設ける場合があります。 

・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止

その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中止すること、お

よびすでに受け付けた解約請求の受付けを取り消すことがあります。 
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５. 管理及び運営の概要 
（１）資産の評価 

①基準価額の計算 

基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令およ

び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産

総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権総口数で除し

て計算します。 

基準価額は、便宜上 1万口当たりで表示されます。 

当ファンドの信託財産に属する資産のうち、主要投資対象およびその評価方法は以下のとおりです。 

 

「ALAMCO ハリス グローバル  

バリュー株マザーファンド」受益証券 移動平均法に基づき、基準価額により評価しています。 

なお、外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって

計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に

よるものとします。 

 

②基準価額の計算頻度と公表 

基準価額は、委託会社の毎営業日に計算されます。 

基準価額は、販売会社または委託会社へお問い合わせいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本

経済新聞朝刊に掲載されます。 

 
（２）保管 

該当事項はありません。 

 

（３）信託期間 

信託期間は無期限とします。 
※「（５）その他 ①信託の終了（償還）」の規定により信託を終了させる場合があります。 

 
（４）計算期間 

原則として、毎月10日から翌月9日までとします。 

第 1計算期間は平成 22年 4 月 22 日から平成 22年 6 月 9日までとします。 

各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合には、該当日の翌営業日を各計算期間の終了日とし、その翌日

より次の計算期間が開始されるものとします。 

 
（５）その他 

①信託の終了（償還） 
１）委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める

ときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信

託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨

を監督官庁に届け出ます。 

２）委託会社は、１）の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この

場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決

議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項

を記載した書面決議の通知を発します。 

３）２）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属する

ときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下３）において同じ。）は受益権の

口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
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行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 

４）２）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3

分の2以上に当たる多数をもって行います。 

５）２）から４）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案

につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした

ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で

あって、２）から４）までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。 

６）委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契

約を解約し、信託を終了させます。 

７）委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委

託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する

委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の

変更等４）」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続

します。 

８）受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新

受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

②信託約款の変更等 
１）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託

会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び

投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）

を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官

庁に届け出ます。なお、この信託約款は１）から７）までに定める以外の方法によって変更すること

ができないものとします。 

２）委託会社は、１）の事項（１）の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り

ます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。こ

の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由など

の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面

をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

３）２）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属する

ときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下３）において同じ。）は受益権の

口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を

行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 

４）２）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3

分の2以上に当たる多数をもって行います。 

５）書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

６）２）から５）までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案した場合において、当該提

案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし

たときには適用しません。 

７）１）から６）までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあ

っても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場

合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 

８）委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、１）から７）までの規

定にしたがいます。 

 

③反対者の買取請求 

信託契約の解約または重大な約款変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の

変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき

旨を請求できます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、「①信託の終了（償還）

２）」または「②信託約款の変更等２）」に規定する書面に付記します。 
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ファンドの費用・税金および手続きの概要について

④公告 

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 
⑤運用報告書の作成および交付 
委託会社は、毎年9月および3月の計算期末に運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買の状況などを

記載した運用報告書を作成し、信託財産にかかる知れている受益者に交付します。 

 
⑥受益者の権利等 
 受益者の有する主な権利は以下のとおりです。 
・収益分配金に対する請求権 

・償還金に対する請求権 

・換金（解約）請求権 

・帳簿閲覧権 

 

６. 手数料等及び税金 

（１）申込手数料 

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は1口当たり1円）に、3.15％（税抜

3.0％注）を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。ただし、「自動けいぞく投資コー

ス」において、収益分配金を再投資する場合は、申込手数料はかかりません。 
注：ここでの税とは、申込手数料にかかる消費税等をいいます。 
 
（２）換金（解約）手数料 

換金（解約）手数料はありません。 

 
（３）信託報酬等 

信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年1.9425％（税抜1.85％注）の率を乗じて得た額とし、

信託財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中か

ら支弁します。 
注：ここでの税とは、信託報酬にかかる消費税等をいいます。以下の配分においても同じです。 

信託報酬の配分は次のとおりです。 

委託会社※ 販売会社 受託会社 

1.176％ 

（税抜1.12％） 

0.6825％ 

（税抜0.65％） 

0.084％ 

（税抜0.08％） 
※委託会社の報酬には、ハリス・アソシエイツ社への「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」の運用指

図権限委託報酬が含まれます。当該委託報酬の総額は、信託期間を通じて毎日、信託財産に属するマザーファンド受益

証券の時価総額に対し、年0.65％の率を乗じて得た額とします。 

 
（４）その他の手数料等 

①換金する受益者が負担する信託財産留保額として、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価

額に0.3％の率を乗じて得た額が差し引かれ、信託財産に残されます。 

詳しくは、「４．手続等の概要 ②ご換金（解約）について」をご覧ください。 
※マザーファンドの信託財産留保額 

解約時：マザーファンドの基準価額の0.3％ 

②信託財産に関する租税、信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会

社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。監査費用は、毎日、純

資産総額に対し、年0.00525％（税抜0.005％注）の率を乗じて得た額とします。ただし、年42万円（税抜40

万円注）を上限とします。監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。 
注：ここでの税とは、監査費用にかかる消費税等をいいます。 

③ファンドの組入有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引・スワップ取引・金利先渡
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ファンドの費用・税金および手続きの概要について

取引・為替先渡取引に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用、公社債の借入れにかかる費用、借

入金の利息ならびに外国為替予約取引に要する費用等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

これらの費用に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額を信託財産中から支弁します。これらの費

用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 

 

当該手数料等の合計額については、受益者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示す

ることができません。 

 

（５）課税上の取扱い 

日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱い※となります。 
※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 

①個別元本について 

１）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含

まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。 

２）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつ

ど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより計算されます。ただし、同一ファンドを複数の

販売会社で取得する場合については、販売会社毎に個別元本が計算されます。 

また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「分配金

受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本が計

算される場合があります。 

３）受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除

した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

②収益分配金の課税について 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」

（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）とがあります。 

 

１）普通分配金 
＜イメージ図＞  

 

収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益

者の個別元本と同額または当該受益者の個

別元本を上回っている場合には、当該収益

分配金の全額が普通分配金となります。 
 

２）特別分配金 
＜イメージ図＞ 

収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益

者の個別元本を下回っている場合には、そ

の下回る部分の額が特別分配金となり、当

該収益分配金から当該特別分配金を控除し

た額が普通分配金となります。なお、受益

者が特別分配金を受け取った場合、収益分

配金発生時にその個別元本から当該特別分

配金を控除した額が、その後の当該受益者

の個別元本となります。 
 

※上図は、あくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、収益分配金の各水準等を示唆するものではありません。 

※税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。 
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ファンドの費用・税金および手続きの概要について

③個人、法人別の課税の取扱いについて 

１）個人の受益者に対する課税 

a.収益分配金に対する課税 

個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所

得として、平成23年12月31日までは10％（所得税7％、地方税3％）、平成24年1月1日以降は20％（所

得税15％、地方税5％）の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。 

なお、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。 

b.ご換金（解約）時および償還時における課税 

解約時の解約価額注および償還時の償還価額から取得費（申込手数料および当該申込手数料にかか

る消費税等相当額を含みます。）を控除した差益（譲渡益）は、譲渡所得として課税対象となり、

申告分離課税が適用されます。特定口座（源泉徴収あり）の利用も可能です。 

その税率は、平成23年12月31日までは10％（所得税7％、地方税3％）、平成24年1月1日以降は20％

（所得税15％、地方税5％）です。 
注：解約価額とは、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額です。 

c.損益通算について 

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上

場株式等の配当等との損益通算が可能です。また、解約時および償還時の譲渡益については、他の

上場株式等の譲渡損との損益通算が可能です。 

 

２）法人の受益者に対する課税 

a.収益分配金に対する課税 

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、7％（所

得税）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。 

    なお、上記7％の税率は、平成24年1月1日から15％（所得税）となります。 

b.ご換金（解約）時および償還時における課税 

解約時および償還時の個別元本超過額については、7％（所得税）の税率で源泉徴収されます。地

方税の徴収はありません。 

なお、上記7％の税率は、平成24年1月1日から15％（所得税）となります。 

c.益金不算入制度は適用されません。 

 

④確定拠出年金制度に係る受益者に対する課税上の取扱い 

確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用され、当ファンドの収益分配時、ご換金（解約）時およ

び償還時における課税は行われません。 

 

税法等が改正された場合には、上記の内容が変更されることがあります。 

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認ください。 

 



 

 

- 30 - 

ファンドの運用状況について

７. 運用状況 
ファンドの運用は、平成22年4月22日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はあり

ません。 

（１）投資状況 

該当事項はありません。 

 
（２）投資資産 

該当事項はありません。 

 

（３）運用実績 

該当事項はありません。 
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ファンドの経理状況について

II. 財務ハイライト情報 

 
ファンドの運用は、平成22年4月22日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はあり

ません。 

１. 貸借対照表 

該当事項はありません。 

 
２. 損益及び剰余金計算書 

該当事項はありません。 
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その他

III. 内国投資信託受益証券事務の概要 

１．名義書換の手続等 

委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、該当事項はありません。 

 

２．受益者に対する特典 

ありません。 

 
３．譲渡制限 

譲渡制限はありません。 

 

４．受益権の譲渡 

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 
②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の

減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも

のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先

口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、

譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている

振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委

託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間

を設けることができます。 
 

５．受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗すること

ができません。 

 

６．受益権の再分割 

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分

割できるものとします。 

 
７．質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請

求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に

したがって取り扱われます。 
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その他

IV. ファンドの詳細情報の項目 

請求目論見書「ファンドの詳細情報」に記載している項目の一覧は次のとおりです。 

 
ファンドの詳細情報 

第１  ファンドの沿革 

第２  手続等   

１  申込（販売）手続等 

２  換金（解約）手続等 

第３  管理及び運営  

１  資産管理等の概要  

（１）資産の評価 

（２）保管 

（３）信託期間 

（４）計算期間 

（５）その他 

２  受益者の権利等 

第４  ファンドの経理状況 

１  財務諸表  

（１）貸借対照表 

（２）損益及び剰余金計算書 

（３）注記表 

（４）附属明細表 

２  ファンドの現況 

純資産額計算書 

第５  設定及び解約の実績 

 

上記の内容は金融庁のＥＤＩＮＥＴ（電子開示システム（ファンドコード：G07866）および委託会社のホームページで

ご覧いただけます。 
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ハリス世界株ファンド（毎月決算型） 

運用の基本方針 

 

 

約款第 17 条に基づき委託者が定める運用の基本方針は、次のものとします。 

 

１. 基本方針 

この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。 

 

２. 運用方法 

（１）投資対象 

ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）を

主要投資対象とします。 

 

（２）投資態度 

①ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への

投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資

し、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。 

②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、資金の流出入動向によっては、

マザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持できない場合があります。 

③外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジは行いません。なお、対米ドルでは、円以外の通貨

にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。 

④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合や、ファンドの投資目的が達成されない

場合があります。 

 

（３）投資制限 

①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の 20％以

下とします。 

③投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産

の純資産総額の 5％以下とします。 

④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総

額の 5％以下とします。 

⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第 236 条第 1 項

第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で

存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものをいいます（会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第 1 項第 7

号および第 8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）。）への実質投資割合は、取得時において、信託財

産の純資産総額の 10％以下とします。 

⑧有価証券先物取引等は、約款第 22 条の範囲で行います。 

⑨スワップ取引は、約款第 23 条の範囲で行います。 

⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第 24 条の範囲で行います。 

 

 

３. 収益分配方針 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収

益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売

買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。 

②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場

合は、分配を行わないこともあります。 

③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 
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追加型証券投資信託 

ハリス世界株ファンド（毎月決算型） 

約款 

 
（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託） 

第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、朝日ライフ アセットマネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会

社を受託者とします。 

② この信託は、信託法（平成 18 年法律第 108 号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。 

③ 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の

兼営等に関する法律第 1条第 1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関

の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。

以下、本条、第 16 条第 1 項、第 16 条第 2 項および第 30 条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託

することができます。 

④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。 

（信託の目的、金額および信託金の限度額） 

第 2条 委託者は、金 500 億円を上限として、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度として信託金を追加することができます。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 

第 3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 48 条第 1項、第 49 条第 1項、第 50 条第 1項および第 52 条第 2項の規定に

よる信託終了の日までとします。 

（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 

第 4条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2条第 3項第 1号に掲げる場合に該当し、投資信託

及び投資法人に関する法律第 2条第 8項で定める公募により行われます。 

（当初の受益者） 

第 5条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 6条の規定により

分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

（受益権の分割および再分割） 

第 6条 委託者は、第 2条第 1項の規定による受益権については 500 億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については

これを追加信託のつど第 7条第 1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の定めるところにした

がい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 

第 7 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第 27 条に規定する借入有価証券

を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産

の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額

をいいます。 

③ 信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいい

ます。以下同じ。）の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 

④ 第 29 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第 8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第 9条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託

の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」と

いいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、

以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載ま

たは記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定

が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除

き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行す

る場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、

受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

③ 委託者は、第 6条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため、

社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社

振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 

（受益権の設定にかかる受託者の通知） 

第 10 条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結日に、追加信託により生じた受益権については追

加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。 

（受益権の申込単位および価額） 

第 11 条 取扱販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および委託
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者の指定する金融商品取引法第 2条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。）は、第 6条第 1項の規定により分割される

受益権をその取得申込者に対し、取扱販売会社が委託者の承認を得て定める単位をもって、取得の申込みに応じることができ

るものとします。ただし、別に定める「自動けいぞく投資約款」にしたがって契約（別の名称で同様の権利義務関係を規定す

る契約を含むものとし、その場合は、当該別の名称に読み替えるものとします。以下「別に定める契約」といいます。）を結

んだ受益権の取得申込者に対しては、1口の整数倍をもって、取得申込みに応じることができるものとします。 

② 前項の規定にかかわらず、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休場日の場合には、受益権の取得申込みの受付けは行い

ません。 

③ 第 1項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、取扱販売会社が別に定める手数料および当該手数料にかか

る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契

約締結日前の取得申込みにかかる受益権の価額は、1口につき 1円に、取扱販売会社が別に定める手数料および当該手数料に

かかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

④ 前項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、第 38 条に

規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 

⑤ 第 1項の取得申込者は、取扱販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益

権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が

行われます。なお、取扱販売会社は、当該取得申込みの代金（第 3項または第 4項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を

乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行う

ことができます。 

⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および

金融商品取引法第 2条第 8項第 3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取

引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の

取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止、外国為替

取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびす

でに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。 

⑦ 前項の規定により、取得申込みの受付けが中止された場合には、取得申込者は当該受付け中止以前に行った取得申込みを撤

回することができます。ただし、取得申込者がその取得申込みを撤回しない場合には、第 3項の規定にかかわらず当該受付け

中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受け付けたものとして取り扱います。 

（受益権の譲渡にかかる記載または記録） 

第 12 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて

いる振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の

保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等

が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機

関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通

知するものとします。 

③ 委託者は、第 1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿

にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたは

やむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第 13 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗する

ことができません。 

（投資の対象とする資産の種類） 

第 14 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１ 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 1項に掲げるものをいいます。以下同じ。） 

イ 有価証券 

ロ デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2条第 20 項に規定するものをいい、約款第 22 条、第 23 条および

第 24 条に定めるものに限ります。） 

ハ 約束手形 

ニ 金銭債権 

２ 次に掲げる特定資産以外の資産 

イ 為替手形 

（運用の指図範囲等） 

第 15 条 委託者は、信託金を、主として朝日ライフ アセットマネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を

受託者として締結された親投資信託「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」（以下「マザーファンド」といい

ます。）の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる

権利を除きます。）に投資することを指図します。 

１ 株券または新株引受権証書 

２ 国債証券 

３ 地方債証券 

４ 特別の法律により法人の発行する債券 

５ 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）

の新株引受権証券を除きます。） 

６ 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいます。） 
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７ 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 6号で定めるものをいいます。） 

８ 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 7号で定めるものをいいます。） 

９ 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 8号で定め

るものをいいます。） 

10 コマーシャル・ペーパー 

11 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券 

12 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 

13 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 10 号で定めるものをいいます。） 

14 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 11 号で定めるものをいいます。） 

15 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 18 号で定めるものをいいます。） 

16 オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価証券にかかるも

のに限ります。） 

17 預託証書（金融商品取引法第 2条第 1項第 20 号で定めるものをいいます。） 

18 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。） 

20 抵当証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 16 号で定めるものをいいます。） 

21 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべ

きもの 

22 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 

なお、第 1号の証券または証書、第 12 号および第 17 号の証券または証書のうち第 1号の証券または証書の性質を有するも

のを以下「株式」といい、第 2号から第 6号までの証券ならびに第 12 号および第 17 号の証券または証書のうち第 2号から第

6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 13 号の証券および第 14 号の証券を以下「投資信託証券」と

いいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価

証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。 

１ 預金 

２ 指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

３ コール・ローン 

４ 手形割引市場において売買される手形 

５ 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの 

６ 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めると

きには、委託者は、信託金を、前項各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 

④ 委託者は、取得時において、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財

産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の

純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図を行いません。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）の時価総額と

マザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額のうち信託財産に属するとみ

なした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5を超えることとなる投資の指図を行いません。 

⑥ 前 2 項において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーフ

ァンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

（利害関係人等との取引等） 

第 16 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法

律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のため

にする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人、

第 30 条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前 2 条に掲げ

る資産への投資等ならびに第 22 条から第 27 条、第 29 条、第 33 条から第 35 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行

うことができます。 

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為に

ついて、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関

係人の計算で行う場合も同様とします。 

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託

者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第 31 条の 4 第 3 項および同条第 4 項に規定する親法

人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前 2 条に掲げる資産への投資等

ならびに第 22 条から第 27 条、第 29 条、第 33 条から第 35 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をす

ることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。 

④ 前 3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第 3項および同法第32条第 3項の通知は行いません。 

（運用の基本方針） 

第 17 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 

（投資する株式等の範囲） 

第 18 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている

株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま

す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。 
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② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上

場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。 

（同一銘柄の株式等への投資制限） 

第 19 条 委託者は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該

株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとな

る投資の指図を行いません。 

② 委託者は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン

ドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との

合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5を超えることとなる投資の指図を行いません。 

③ 前 2 項において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーフ

ァンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合をそれぞれ乗じて得た額をいいます。 

（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 

第 20 条 委託者は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額

とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に

属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図を行いません。 

② 前項において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファ

ンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合をそれぞれ乗じて得た額をいいます。 

（信用取引の指図および範囲） 

第 21 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うことができます。

なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

② 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けにかかる建

玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③ 前項において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファン

ドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

④ 信託財産の一部解約等の事由により、第 2項の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ

た場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

⑤ 委託者は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をすることができるもの

とします。 

（先物取引等の運用指図） 

第 22 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所におけ

る有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商

品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項

第 3号ハに掲げるものをいいます。）、ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること

ができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

② 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨

にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行う

ことの指図をすることができます。 

③ 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利

にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする

ことができます。 

（スワップ取引の運用指図） 

第 23 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回

避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下

「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 3 条に定める信託期間を超えないものとします。

ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指

図を行うものとします。 

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 

第 24 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回

避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第 3条に定める信託期間を超えな

いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するもの

とします。 

④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供

あるいは受入れの指図を行うものとします。 

（有価証券の貸付けの指図および範囲） 

第 25 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の各号の範囲内で

貸付けの指図を行うことができます。 

１ 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものと

します。 
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２ 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計

額を超えないものとします。 

② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を

指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付けを行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。 

（公社債の空売りの指図範囲） 

第 26 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付け

ることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みま

す。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ

た場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図を行うものとします。 

（公社債の借入れ） 

第 27 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、当該公社債

の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 

② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ

た場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図を行うものとします。 

④ 第 1 項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第 28 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約され

ることがあります。 

（外国為替予約取引の指図） 

第 29 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 

② 前項の予約取引の範囲は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額とマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合

計額のうち信託財産に属するとみなした額との総合計額と、信託財産にかかる為替の売予約の合計額とマザーファンドの信託

財産にかかる為替の売予約の合計額のうち信託財産に属するとみなした額との総合計額との差額につき円換算した額が、信託

財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する

外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図に

ついては、この限りではありません。 

③ 前項において、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザ

ーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する

マザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予

約の合計額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の合計額にマザーフ

ァンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい

ます。 

④ 第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消す

るための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 

（信託業務の委託等） 

第 30 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1項に定める信託業務の委託をすると

きは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。 

１ 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

２ 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること 

３ 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること 

４ 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するも

のとします。 

③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を

含みます。）に委託することができるものとします。 

１ 信託財産の保存にかかる業務 

２ 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

３ 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務 

４ 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

（混蔵寄託） 

第 31 条 金融機関または金融商品取引業者（金融商品取引法第 28 条第 1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外

国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金

等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機

関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できる

ものとします。 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第 32 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、

受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

② 前項ただし書にかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をす
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るものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をす

るとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算

を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により

分別して管理することがあります。 

（一部解約の請求および有価証券売却等の指図） 

第 33 条 委託者は、信託財産に属するマザーファンド受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有

価証券の売却等の指図ができます。 

（再投資の指図） 

第 34 条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券

等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 

（資金の借入れ） 

第 35 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約

に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払

資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該

借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 

１ 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却または

解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内 

２ 再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内 

３ 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10％以内 

③ 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等

の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日ま

での間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5営業日

以内である場合の当該期間とします。 

④ 再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営

業日までとします。 

⑤ 借入金の利息は、信託財産中から支弁します。 

（損益の帰属） 

第 36 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

（受託者による資金の立替え） 

第 37 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるとき

は、受託者は資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他

の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れるこ

とができます。 

③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。 

（信託の計算期間） 

第 38 条 この信託の計算期間は、毎月 10 日から翌月 9 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、信託契約締結日から平成

22 年 6 月 9 日までとします。 

② 前項の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下、本項において「該当日」といいます。）が休業日の場合

には、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終の

計算期間の終了日は、第 3条に定める信託期間の終了日とします。 

（信託財産に関する報告等） 

第 39 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

③ 受託者は、前 2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3項に定める報告は行わないこととします。 

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第 2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の

信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める

閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。 

（信託事務の諸費用） 

第 40 条 信託財産に関する租税、信託財産にかかる監査費用（消費税等に相当する金額を含みます。）、信託事務の処理に要す

る諸費用ならびに受託者が立替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支

弁します。 

（信託報酬等の総額および支弁の方法） 

第41条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000

分の 185 の率を乗じて得た額とします。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別

に定めます。 

③ 第 1 項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 

④ 委託者は、第 15 条第 1 項に規定するマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を、第 1 項

に基づき委託者が受ける報酬から、第 2項に規定する信託報酬支弁の日から当該日の属する月の最終営業日までの間に、別に
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定める方法により支払うものとし、その報酬額は当該計算期間を通じて毎日、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時

価総額に年 10,000 分の 65 の率を乗じて得た金額とします。 

（収益の分配方式） 

第 42 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

１ 信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控

除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額

（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す

る金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分

配準備積立金として積み立てることができます。 

２ 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」といいます。）は、

諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売

買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金とし

て積み立てることができます。 

② 前項第 1号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財

産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第 43 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等

の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた

受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で、取得申込代金

支払前のため取扱販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。）に支払

います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定す

る預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が取扱販売会社に交付されま

す。この場合、取扱販売会社は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投

資にかかる受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得申込みに応じることにより増加した受益権は、第 9条第 3項

の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 

③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。）は、信託終了日後

1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信

託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権

で、取得申込代金支払前のため取扱販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者と

します。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、委託者がこの信託の償還を

するのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、当該

振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

④ 一部解約金は、第 46 条第 1 項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から当該受益者に支払

います。 

⑤ 前各項（第 2 項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、取扱販売会社の営業所等にお

いて行うものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計

算されるものとします。 

⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元

本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。ま

た、前項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追

加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責） 

第 44 条 受託者は、収益分配金については前条第 1 項に規定する支払開始日までに、償還金については前条第 3 項に規定する

支払開始日までに、一部解約金については前条第 4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払

い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益

者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 45 条 受益者が、収益分配金について第 43 条第 1項に規定する支払開始日から 5年間その支払いを請求しないとき、ならび

に信託終了による償還金について第 43 条第 3項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利

を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

（信託の一部解約） 

第 46 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、取扱販売会社が委託者の承認を得て定める単位をもって、委託者に一部解

約の実行を請求することができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休場日には、委託者は一部解約の実行の請求の受付

けは行いません。 

② 受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、取扱販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 

③ 委託者は、第 1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第 1項の一部

解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求にかかるこの信託契約

の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振

法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 
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④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に 0．3％の率を乗じて得た額

を信託財産留保額として控除した価額とします。 

⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その

他やむを得ない事情があるときは、第 1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一

部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。 

⑥ 前項の規定により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一

部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部

解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、第

4項の規定に準じて計算された価額とします。 

（質権口記載または記録の受益権の取扱い） 

第 47 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行

の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取

り扱われます。 

（信託契約の解約） 

第 48 条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを

得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合に

おいて、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あら

かじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2週間前までに、この信託契約にか

かる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかか

る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使するこ

とができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも

のとみなします。 

④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3分の 2以上に当た

る多数をもって行います。 

⑤ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約

にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態

に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 2項から前項までの手続きを行うことが困難な場合も同様と

します。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第 49 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託

を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 53 条の規定にしたがいます。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第 50 条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託

契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じた

ときは、この信託は、第 53 条第 2 項の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存

続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第 51 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することが

あります。 

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させ

ることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第 52 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著し

い損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができま

す。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 53 条の規定にしたがい、新受託者を選任

します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

（信託約款の変更等） 

第 53 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、

この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定

する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合

しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更するこ

とができないものとします。 

② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わ

せて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日

ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2週間前までに、この信託約款にかか

る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかか

る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使するこ
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とができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも

のとみなします。 

④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3分の 2以上に当た

る多数をもって行います。 

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託

約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一また

は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 

（反対者の買取請求権） 

第 54 条 第 48 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該

解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべ

き旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第 48 条第 2 項または前条

第 2項に規定する書面に付記します。 

（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 

第 55 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。 

１ 他の受益者の氏名または名称および住所 

２ 他の受益者が有する受益権の内容 

（公告） 

第 56 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第 57 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

（付則） 

第 1条 第 24 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）

における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間にかかる国内または海外において代

表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取

り決め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額お

よび当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現

在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

第 2 条 第 24 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替ス

ワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引

を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と

当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り

決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本と

して定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取

り決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本

として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引

を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済

日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

 

上記条項により信託契約を締結します。 

 

平成 22 年 4 月 22 日 

 

委託者  朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 

    

受託者  み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社  
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ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド 

運用の基本方針 

 

約款第 15 条に基づき委託者が定める方針は、次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。 

 

（２）投資態度 

①主として、日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、値上がり

益の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。 

②外貨建資産の運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに運用の指図（米ドルを対価とする円以

外の通貨にかかる外国為替予約取引の指図を含みます。）に関する権限を委託します。 

③ポートフォリオの構築にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、

フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価し

た企業価値に対して割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。 

④発行体の属する国別の投資割合は、次のとおりとします。 

アメリカおよびカナダの合計 25％～75％ 

上記以外の先進国１の各国 0％～30％ 

エマージング諸国２の各国 0％～10％ 

⑤エマージング諸国の株式への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の 30％以下とします。 

⑥株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により、弾力的に変更を行うことがあ

ります。 

⑦外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。なお、対米ドルでは、円以外の通貨に

かかる外国為替予約取引を行うことがあります。 

⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合や、ファンドの投資目的が達成されない

場合があります。 

 

（３）投資制限 

①株式への投資割合には、制限を設けません。 

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の 20％以下と

します。 

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

④約款第 27 条に定める場合を除き、外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債３への投資割合は、取得時において、信託財産の純

資産総額の 10％以下とします。 

⑧有価証券先物取引等は、約款第 21 条の範囲で行います。 

⑨スワップ取引は、約款第 22 条の範囲で行います。 

⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第 23 条の範囲で行います。 

 
１  オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、アイルランド、イタリア、オランダ、

ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、スペイン、スイス、スウェーデン、イギリスとします。 
２  アメリカ、カナダ、先進国以外の諸国とします。 
３  新株予約権付社債のうち、会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当

該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものをいいます（会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3

第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）。 
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親投資信託 

ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド 

約款 

 

（信託の種類、委託者および受託者） 

第 1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、朝日ライフ ア

セットマネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正 11 年法律第 62 号）の適用を

受けます。 

（信託事務の委託） 

第 2条 受託者は、信託法第 26 条第 1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業

務の兼営等に関する法律第 1条第 1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金

融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第 2項第 1号に規定する利害関係人をいいます。以下

この条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとしま

す。 

（信託の目的、金額および追加信託金の限度額） 

第 3条 委託者は、金 200 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託が行われ

たときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 

第 4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 44 条、第 47 条第 1 項、第 48 条第 1 項および第 50 条第 2 項の規定による

信託終了の日までとします。 

（受益証券の取得申込みの勧誘の種類） 

第 5条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 9 項で定める適格機

関投資家私募により行われます。 

（受益者） 

第 6条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とする朝日ライフ アセットマネジメント株式

会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。 

（受益権の分割および再分割） 

第 7条 委託者は、第 3 条第 1 項の規定による受益権については 200 億口を上限として、追加信託によって生じた受益権につ

いてはこれを追加信託のつど第 8条第 1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 

（追加信託金の計算方法） 

第 8条 追加信託金は、追加信託を行う日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第 26 条に規定する借入有価証券

を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産

の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権総口数で除した金額を

いいます。 

③ 信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をい

います。以下同じ。）の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 

④ 第 28 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとしま

す。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第 9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

（受益証券の発行および種類） 

第 10 条 委託者は、第 7条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。 

② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。 

③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはできません。 

（受益証券の発行についての受託者の認証） 

第 11 条 委託者は、前条第 1項の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨

の受託者の認証を受けなければなりません。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し、記名捺印することによって行います。 

（投資の対象とする資産の種類） 

第 12 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１ 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 1項で定めるものをいいます。以下同じ。） 

イ 有価証券 

ロ デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、約款第 21 条、第 22 条および

第 23 条に定めるものに限ります。） 

ハ 金銭債権 

ニ 約束手形 

２ 次に掲げる特定資産以外の資産 



ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド 信託約款 

 
イ 為替手形 

（運用の指図範囲等） 

第 13 条 委託者（第 16 条に規定する委託者から委託を受けた者を含みます。以下、第 15 条、第 17 条から第 26 条まで、第

28 条、第 33 条から第 35 条までについて同じ。）は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規

定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 

１ 株券または新株引受権証書 

２ 国債証券 

３ 地方債証券 

４ 特別の法律により法人の発行する債券 

５ 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下（分離型新株引受権付社債券」といいます。）

の新株引受権証券を除きます。） 

６ 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいます。） 

７ 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 6号で定めるものをいいます。） 

８ 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 7号で定めるものをいいます。） 

９ 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第 2条第

1項第 8号で定めるものをいいます。） 

10 コマーシャル・ペーパー 

11 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券 

12 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 

13 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるもので、主として有価証券に

投資を行うものをいい、振替受益権を含みます。） 

14 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 11 号で定めるものをいいます。） 

15 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 18 号で定めるものをいいます。） 

16 オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るも

のに限ります。） 

17 預託証書（金融商品取引法第 2条第 1項第 20 号で定めるものをいいます。） 

18 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。） 

20 抵当証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 16 号で定めるものをいいます。） 

21 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示される

べきもの 

22 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 

なお、第 1号の証券または証書、第 12 号および第 17 号の証券または証書のうち第 1号の証券または証書の性質を有する

ものを以下「株式」といい、第 2号から第 6号までの証券および第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第 2号か

ら第 6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 13 号および第 14 号の証券を以下「投資信託証券」と

いいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有

価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。 

１ 預金 

２ 指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

３ コール・ローン 

４ 手形割引市場において売買される手形 

５ 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの 

６ 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認める

ときには、委託者は、信託金を、前項各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 

④ 委託者は、取得時において、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総

額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図を行いません。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5を超えることとなる投資の

指図を行いません。 

（受託者の自己または利害関係人等との取引） 

第 14 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法

律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者および受託者の利害関係人（金融機関

の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第 2項第 1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条お

よび第 29 条において同じ。）、第 29 条第 1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信

託財産との間で、前 2 条に定める資産への投資等を、信託財産を害するおそれがないと認められる取引として行うことがで

きます。 

② 前項に定める信託財産を害するおそれがないと認められる取引とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいいます。 

１ 取引所価格（気配値等を含みます。）等の適正な価格による取引であること 

２ 受託者の店頭に表示する利率等の公正な条件によること 

３ 前 2号に該当しない場合で、委託者が適正な条件であると判断する場合であること 

③ 前 2 項による取扱いは、第 17 条から第 26 条、第 28 条、第 33 条および第 34 条における委託者の指図による取引について

も同様とします。 
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（運用の基本方針） 

第 15 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 

（運用の権限委託） 

第 16 条 委託者は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用についての権限を、次の者に委託します。 

 商号：ハリス・アソシエイツ・エル・ピー 

 所在地：Two North LaSalle Street, Chicago, Illinois 60602-3790 USA 

② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、この信託を投資対象とする証券投資信託の委託者が、当該証券投資信託にかかる

信託報酬のうち当該委託者が受ける報酬から支弁するものとします。 

③ 第 1 項の規定にかかわらず、第 1項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、この信託約款に違反した場合、故意

または重大な過失により信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を

中止し、または委託の内容を変更することができます。 

④ 第 1 項の規定にかかわらず、第 1項により委託を受けた者が、運用に関する権限の受託を中止することができます。 

⑤ 前 2 項に基づき、第 1 項により委託を受けた者が、運用の指図に関する権限の委託を中止された場合もしくは受託を中止

した場合、委託者は第 1 項により委託を受けた者と同等の能力を有すると認められる第三者に運用の指図に関する権限を委

託すること、およびファンドの名称を変更することができます。 

（投資する株式等の範囲） 

第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所（金融商品取引法第 2

条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2条第 8項第 3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」

といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8項第 3号もしくは同項第 5号の取引を行う市場お

よび当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、

証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権

者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において

上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。 

（同一銘柄の株式等への投資制限） 

第 18 条 委託者は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10

を超えることとなる投資の指図を行いません。 

② 委託者は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産

の純資産総額の 100 分の 5を超えることとなる投資の指図を行いません。 

（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 

第 19 条 委託者は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額

が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資指図を行いません。 

（信用取引の指図範囲） 

第 20 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付ける事の指図を行うことができます。

なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

② 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ

た場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図を行うものとします。 

④ 委託者は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をすることができるも

のとします。 

（先物取引等の運用指図） 

第 21 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所に

おける有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金

融商品取引法第 28 条第 8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第

8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする

ことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

② 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通

貨にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を

行うことの指図をすることができます。 

③ 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金

利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をす

ることができます。 

（スワップ取引の運用指図） 

第 22 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回

避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以

下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 4条に定める信託期間を超えないものとします。

ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの

指図を行うものとします。 

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 

第 23 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回
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避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第 4 条に定める信託期間を超え

ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提

供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

（有価証券の貸付けの指図および範囲） 

第 24 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の各号の範囲内で

貸付の指図を行うことができます。 

１ 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないもの

とします。 

２ 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合

計額を超えないものとします。 

② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図

するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付けを行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。 

（公社債の空売りの指図範囲） 

第 25 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付け

ることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含み

ます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとな

った場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図を行うものとします。 

（公社債の借入れ） 

第 26 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、当該公社債

の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 

② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとな

った場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図を行うものとしま

す。 

④ 第 1 項の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第 27 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約され

ることがあります。 

（外国為替予約取引の指図） 

第 28 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 

② 前項の予約取引の範囲は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信

託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにす

る当該予約取引の指図については、この限りではありません。 

③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消す

るための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 

（信託業務の委託等） 

第 29 条 受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1項に定める信託業務の委託をすると

きは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。 

１ 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

２ 委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められること 

３ 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されている

こと 

４ 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認する

ものとします。 

③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、受託者および委託者が適当

と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 

１ 信託財産の保存に係る業務 

２ 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

３ 委託者（第 16 条に規定する委託者から委託を受けた者を含みます。）の指図により信託財産の処分およびその他の信託

の目的の達成のために必要な行為に係る業務 

４ 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

第 30 条 

（削除） 

（混蔵寄託） 

第 31 条 金融機関または証券会社（金融商品取引法第 28 条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法

令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等につ
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いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパ

ーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社名義で混蔵寄託できるも

のとします。 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第 32 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、

受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録

をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録を

するとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その

計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により

分別して管理することがあります。 

（有価証券売却等の指図） 

第 33 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

（再投資の指図） 

第 34 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、

株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 

（損益の帰属） 

第 35 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

（受託者による資金の立替え） 

第 36 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるとき

は、受託者は資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその

他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入

れることができます。 

③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との間の協議によりそのつど別にこれを定めます。 

（信託の計算期間） 

第 37 条 この信託の計算期間は、毎年 3月 10 日から翌年 3月 9日までとすることを原則とします。ただし、第 1 計算期間は

平成 19 年 7 月 27 日から平成 20 年 3 月 10 日までとします。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場

合は、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計

算期間の終了日は、第 4条に定める信託期間の終了日とします。 

（信託財産に関する報告） 

第 38 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

（信託事務の諸費用） 

第 39 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者が立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、

信託財産中から支弁します。 

（信託報酬） 

第 40 条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 

（利益の留保） 

第 41 条 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 

（追加信託金および一部解約金の計算処理） 

第 42 条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあっては追加信託差

金、信託の一部解約にあっては解約差金として処理します。 

（信託の一部解約） 

第 43 条 委託者は、受益者の請求があった場合には、信託の一部を解約します。 

② 解約金は、一部解約を行う日の前営業日の信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を受益権総口数で除した金額

から、当該金額に 0.3％の率を乗じて得た金額を一部解約時の信託財産留保額として控除した金額に、当該一部解約にかか

る受益権の口数を乗じた額とします。 

（信託契約の解約） 

第 44 条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむ

を得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場

合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを信託約款において定めるすべての証券投資信託が、その信託を終

了させることとなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、

解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

③ 委託者は、前 2 項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託

契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付し

たときは、原則として、公告を行いません。 

④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。

なお、一定の期間は 1ヵ月を下らないものとします。 
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⑤ 委託者は、前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えるときは、第 1

項の信託契約の解約をしません。 

⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項

を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則と

して、公告を行いません。 

⑦ 第 4 項から前項までの規定は、第 2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合、ならびに信託財産の状態に照らし、

真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 4 項の一定の期間が 1 ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行

うことが困難な場合には適用しません。 

（償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責） 

第 45 条 受託者は、信託が終了したときは、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をい

います。以下同じ。）の全額を委託者に交付します。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責めに任じません。 

（償還金の支払時期） 

第 46 条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに当該償還金を受益者に対して支払います。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第 47 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託

を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 51 条の規定にしたがいます。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第 48 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したときは、委託者は、この信託

契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じ

たときは、この信託は、第 51 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第 49 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することが

あります。 

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継さ

せることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第 50 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要

な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、

または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 51 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

（信託約款の変更） 

第 51 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、

この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を

公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この

信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。

なお、一定の期間は 1ヵ月を下らないものとします。 

④ 委託者は、前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えるときは、第 1

項の信託約款の変更をしません。 

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項

を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則と

して、公告を行いません。 

（反対者の買取請求権） 

第 52 条 第 44 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 44 条第 4項または

前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、受益証券を、信託財産をもって買い取

るべき旨を請求することができます。 

（利益相反のおそれのある場合の受益者への書面交付） 

第 53 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 13 条第１項に定める書面を交付しません。 

（運用報告書） 

第 54 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条に定める運用報告書を交付しません。 

（公告） 

第 55 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第 56 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

（付則） 

第 1条 第 23 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）

における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表

的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り
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決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額およ

び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在

価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

第 2条 第 23 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワ

ップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引

を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当

該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決め

に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定

めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決め

に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定

めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済

日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日におけ

る指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

 

上記条項により信託契約を締結します。 

 

平成 19 年 7 月 27 日 

 

委託者  朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 

     

受託者  み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 



用 語 解 説 - 五十音順 -  
 
エマージング諸国 経済が急成長している発展途上国・地域を指します。一般的には、中南米・東南アジア・東欧等の

国・地域を指す場合が多いですが、当ファンドにおいては、約款に規定するアメリカ、カナダ、先進国

以外を総称してエマージング諸国といいます。 

 

為 替 ヘ ッ ジ ヘッジとは「回避する」という意味で、為替変動リスクを回避することを為替ヘッジといいます。例え

ば、外貨建ての元本が変動しなかった(例えば 1万ドルで買ったものが 1万ドルのままだった) 場合、

売却時における為替相場が購入時よりも円安になると、円換算したときに元本が増えて利益が出ま

すが、円高になると、円換算したときに元本が減って損失が出ます。この為替による変動を軽減する

ため為替ヘッジを行います。 

 

基 準 価 額 ファンドの純資産総額を受益権総口数で除した 1 口当たりの純資産価額をいいます。なお、便宜上 1

万口当たりに換算した価額で表示されます。基準価額は、委託会社の営業日において日々計算され

ます。 

 

個 別 元 本 受益者毎の購入時の受益権の価額で、税額計算の基礎となる価額です（申込手数料および当該申

込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）。同一販売会社で同じ受益者が同じファンドを

複数回購入した場合は、購入のつど加重平均して計算します。 

 

純 資 産 総 額 ファンドの資産総額から負債総額を差し引いたものです。日々時価評価されます。 

 

信 託 財 産 留 保 額 運用の安定性を高めると同時に、長期に保有する受益者との公平性を確保するために、信託期間の

途中で解約する受益者が信託財産中に残していく金額をいいます。なお、信託財産留保額が一切か

からないファンドや買付時にも徴収するファンドもあります。 

 

信 託 報 酬 投資信託の運用・管理にかかる費用で、信託財産の中から委託会社・受託会社・販売会社などに支

払われます。 

 

追 加 型 投 資 信 託 信託期間中いつでも時価（基準価額）で購入できる投資信託です。 

 

Ｐ Ｅ Ｒ 株価を1株当たり利益で割ったもので、株価収益率といわれます。株価がその企業の1株当たり利益

の何倍になっているかを示す指標で、この数値に絶対的な基準は存在しませんが、同業他社あるい

は同一企業での過去の業績との比較に用いられ、この値が低い方が割安と判断されます。 

 

Ｐ Ｂ Ｒ 株価を 1 株当たり株主資本（純資産）で割ったもので、株価純資産倍率といわれます。株価がその企

業の 1 株当たり株主資本の何倍になっているかを示しており、この値が低い方が割安と判断されま

す。 

  

フ リ ー キ ャ ッ シ ュ 

フ ロ ー 

キャッシュフローとはお金の流れをいい、フリーキャッシュフローとは企業の事業活動による期中のキ

ャッシュフローのことをいいます。現金収入から現金支出、実際に支払った税金、運転資本として必

要な現金、通常の設備投資に必要な現金を差し引いた金額をいいます。 

 

ポ ー ト フ ォ リ オ ファンドが保有する資産の構成内容のことです。 

 

ボ ト ム ア ッ プ ・ 

ア プ ロ ー チ 

経済・金利などの予測により投資銘柄を決定するのではなく、個別企業の調査・分析などに基づき、

投資銘柄を決定する手法をいいます。 
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